
　高額療養費制度とは、病気やケガの治療費が高額になり、一定の額を超えてしまったときに、
その超えた費用を支給してくれる制度です。
　限度額は、年齢や所得によって異なりますが、平成27年１月診療分から70歳未満の方の限度
額が変わります。

平成26年
12月まで

国民健康保険の高額療養費
限度額が変わります
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